
R元.9.9 情報政策課

高知県行政サービスデジタル化推進会議について

サイバー空間と現実空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）。

１ Society5.0とは

２ Society5.0の実現に向けた取組の方向性 ３ 行政サービスのデジタル化の進め方

（１）高知県行政サービスデジタル化推進計画の策定         （２）高知県情報化推進会議を改組

４ 今後の取り組み

(4)5Gをはじめとした新技術の活用・
   基盤整備などについて、国等へ働きかけ

  
  行政保有データ
  の民間での活用

・システムの
 オープン化
 

 情報システムの
  標準化、共有化

(1)あらゆる行政サービスの
     デジタル化・システム化

  ①AI・RPAの活用等

  ②(ｱ) 許認可・届出・申請等の
     デジタル化

   (ｲ) AI-FAQ・Push型通知・SNS等

(2)システムの連携・統合

 ※ 留意すべき事項

    ①  オンラインとオフラインの間の情報連携

    ②  個人情報取り扱いの範囲

(3)オープン化
   

・②(ｳ)データの
  オープン化

(1)あらゆる行政サービスのデジタル化の推進
 
 ⇒ ①  行政内部の事務効率化(マンパワーの確保等)

   ②  県民サービスの向上

   (ｱ)行政手続のオンライン化(対行政コストの縮減）

   (ｲ)行政情報の双方向アクセス改善

   (ｳ)データのオープン化
    （民間による新たなサービスの創造等）

(2)社会全体のデジタル化を促進 

(3)県内のデジタル産業の振興(産業振興計画と連携)

高知ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾛﾝﾃｨ
ｱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・

IoT推進ラボ
(高知版Society5.0

の実現に向けた取組)

行政サービス
デジタル化
推進会議

※第1回高知県行政サービス
デジタル化推進会議配付資料
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「LIVE JAPAN」は、観光に便利な情報が集まった訪日外国人のためのワンストップ観光情報サービスで
す。参画企業47社局※の力を結集して、訪日外国人の目線で彼らが本当に必要としている情報やサー
ビスを提供します。　※東京：42社局　北海道：5社

オープンデータの活用が見込まれるアプリ例　　　　　　　　

便利マップ機能 緊急時対応情報 提供者： 株式会社ぐるなび
利用ユーザー数： 約330万人

使用データセット：
　① 観光情報強化
　　　文化財一覧
　　　観光施設一覧
　　　イベント一覧
  ② 便利マップ機能
　    公衆無線LANアクセスポイント一覧
　    公衆トイレ一覧
  ③ 緊急時対応情報
　    AED設置箇所一覧
　    医療機関一覧
　    指定緊急避難場所一覧
　
コメント：
現在は東京・北海道エリアのみの展開ですが、今
後は随時全国の情報を配信していく予定です。
各自治体の標準化されたオープンデータがあればそ
れを元に多言語化をし、全国各地のガイドサービ
スのコンテンツへの活用が可能となります。

・Wi-Fiスポット
・観光案内所　
・タクシー乗り場　など

・110通報/119通報
・大使館
・公衆電話の場所　など

 旅に役立つ
 スポットを案内  緊急特別ツール

※東京：42社局（2019年3月時点） H31.3.22　内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室　資料より抜粋
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R元.9.9 情報政策課

自治体が取り扱うデータの種類について

パーソナルデータ ≒ 個人情報

非識別加工情報（※）

 （特定の個人を識別できないように加工して得られる個人に関する情報であっ
  て、当該情報を復元して特定の個人を再識別できないようにしたもの）

非パーソナルデータ
統計情報

 特定個人情報（個人番号（マイナンバー）を含む個人情報）

要配慮個人情報
   （人種、信条、社会的身分、病歴、前科・前歴、
    知的・身体・精神障害があることなどの情報）

保護

活用

オープン
データ
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パーソナルデータの活用に係る国の取組
●パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱（H26.6）
 ⇒パーソナルデータの利活用促進に向けて、個人情報保護関係法制の改正等の方向性を決定
●個人情報保護法の改正（H27.9公布、H29.5全面施行）等の法整備
 ⇒個人情報の定義の明確化、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工した情報
  の利活用の規定を新設 など
●個人情報の保護に関する法律の運用と制度の見直し
 ⇒国内における個人情報保護を更に確実なものとすると同時に、パーソナルデータを活用したイノ
  ベーションを促進する観点を踏まえるなど、検討を進め、令和２年早期の法案提出を目指す

※参考
行政機関の長の非識別加工情報の取扱い
については、法に基づき設置された個人
情報保護委員会から、行政機関の保有す
る個人情報の保護に関する法律について
のガイドライン（行政機関非識別加工情
報編）が示されている。

※下図は、総務省ホームページ資料から引用して作成
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介護データに係る非識別加工情報の活用イメージ

○ケアプランの開発・提供を行う事業者からの提案を受け、市町村が保有する介護に関するデータ（*）に係る、
非識別加工情報を作成して提供。

○提供を受けた事業者は、非識別加工情報に含まれる個人属性情報、認定情報、介護給付状況に関するデー
タを用いて、ＡＩも活用して、

① 高齢者の疾患や容態による特性の分析
② 高齢者の容態像別のサービス利用状況の分析
③ 自立支援による効果的なケアプランの抽出と分析

を行い、その分析結果を用いて、介護事業者や保険者である市町村からの相談に応じて、ケアプランの開発・
提供や、介護予防事業の企画等を行う。

○この取組により、高齢者における介護予防が図られるとともに、介護給付費の適正化等にも繋がることが期待。

*：介護保険に関する資格の得喪、保険料・給付業務の管理などを目的として収集した個人情報を含むデータ

非識別加工情報
の提供 疾患・容態に対応した

効率的なケアプランの
開発・提供

事業者地方公共団体

介護予防の推進

・自立支援の実施状況と容態の相関
関係の分析により効果的なケアプラ
ンを抽出

・どのような疾患でどのような容態にな
ると介護サービスが必要になるのかを
分析

例えば…

《データの分析》非識別加工情報
をその用に供して

行う事業に関する
提案

地方公共団体が保有するパーソナル
データの効果的な活用のための仕組
みのあり方に関する検討会報告資料
（H30.4）から抜粋 
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教育データに係る非識別加工情報の活用のイメージ①

○教材会社、教科書会社などの事業者からの提案を受け、市町村が保有する教育に関するデータのうち、児童生徒の
学習コンテンツの利用状況に関するデータを、非識別加工して提供。

○提供を受けた事業者は、非識別加工情報に含まれる児童生徒の個人属性情報、学習コンテンツの内容情報、学習コ
ンテンツの利用状況・回答実績に関するデータ等を分析して、既存教材の改良や新しい教材の開発などに活用する。

○この取組により、正しい理解を効果的に得られる教育を実現するために必要なコンテンツが開発され、児童生徒の学
力の底上げ・向上が期待される。

※ 次ページで例示している児童生徒の学習コンテンツの利用状況に関するデータは、現に地方公共団体が保有しているデータではないが、
今後、教育のIT化の進展に伴い、地方公共団体がこのような記録項目を含む個人情報を保有し得ると想定し、本ユースケースを作成した。
なお、同様の情報について、民間事業者が保有主体である場合には、個人情報保護法に基づく匿名加工情報の提供として取り扱われる。

《データの分析》

・既存教材の改良や新しい教材
の開発

・教科書の改良

・新たな教育プログラムの開発・
提供

事業者地方公共団体

学力の向上

個別の児童生徒に
対応した教育

コンテンツの開発
・使用している学習コンテンツにより、
類似の設問に対する回答成績に差
異があるのか、差異があるとすれば
どのような傾向にあるのかを分析

例えば…

・個別設問について、正答率、難易
度（要した時間）、間違え方を分析
し、児童・生徒にどのような点を重
点的に教えるべきかを分析

非識別加工
情報の提供

非識別加工
情報をその
用に供して
行う事業に
関する提案

5

http://1.bp.blogspot.com/-6wUkjV-Oq7M/WLEulvCTR-I/AAAAAAABCFk/tBnjzWC76bcG4mfvAF8eDoW0rIMGnGNSQCLcB/s800/computer01_boy.png
http://1.bp.blogspot.com/-6wUkjV-Oq7M/WLEulvCTR-I/AAAAAAABCFk/tBnjzWC76bcG4mfvAF8eDoW0rIMGnGNSQCLcB/s800/computer01_boy.png
http://4.bp.blogspot.com/-WjzLI8e02OE/UZSs4ybZHlI/AAAAAAAAS_0/m_fh1wEkkGA/s800/graph_up.png
http://4.bp.blogspot.com/-WjzLI8e02OE/UZSs4ybZHlI/AAAAAAAAS_0/m_fh1wEkkGA/s800/graph_up.png
http://2.bp.blogspot.com/-FFQ5vJihLlQ/WCP3o-ejZ9I/AAAAAAAA_cc/d_2bxXJpqi4buPScUk6gmVdDBhPBFc8BwCLcB/s800/bunbougu_note.png
http://2.bp.blogspot.com/-FFQ5vJihLlQ/WCP3o-ejZ9I/AAAAAAAA_cc/d_2bxXJpqi4buPScUk6gmVdDBhPBFc8BwCLcB/s800/bunbougu_note.png
http://3.bp.blogspot.com/-FsBSQ-gi9lk/UOFJzxCpzkI/AAAAAAAAKCA/4MU4CyYMBq4/s1600/bunbougu_enpitsu.png
http://3.bp.blogspot.com/-FsBSQ-gi9lk/UOFJzxCpzkI/AAAAAAAAKCA/4MU4CyYMBq4/s1600/bunbougu_enpitsu.png
http://1.bp.blogspot.com/-hw8U0g0kUhc/U8XkayZ6HPI/AAAAAAAAiwQ/oyxinfRFzR4/s800/benkyou_classroom.png
http://1.bp.blogspot.com/-hw8U0g0kUhc/U8XkayZ6HPI/AAAAAAAAiwQ/oyxinfRFzR4/s800/benkyou_classroom.png

	合体版V4
	バインダー2
	バインダー1
	合体版V2
	バインダー12
	バインダー11
	合体版
	バインダー6
	★01_確認済み（地創審後_溶け込み）本文








	★01_確認済み（地創審後_溶け込み）目次
	合体版V4
	★03_P32のみ参考資料2 地方の特性を踏まえた加工 v2
	バインダー2
	★03_P31のみ参考資料2 地方の特性を踏まえた加工 v2
	バインダー1
	★02_P24のみ参考資料1 活用事例イメージ v2
	合体版V2
	★02_参考資料1 活用事例イメージ v2 - コピー
	スライド番号 7

	バインダー12
	バインダー11
	★01_確認済み（地創審後_溶け込み）　本文
	凡例
	第２　非識別加工情報等に関する現状
	(3) 地方公共団体の非識別加工情報に関する民間事業者からの利活用のニーズ
	(4) 地方公共団体の条例改正の取組状況

	第３　地方公共団体の非識別加工情報の仕組みの導入促進のための国の支援等
	(2) 地方公共団体の非識別加工情報の活用事例



	合体版
	★02_参考資料1 活用事例イメージ v2 - コピー
	スライド番号 2
	スライド番号 10
	スライド番号 11

	バインダー6
	★01_確認済み（地創審後_溶け込み）本文
	凡例
	第１　はじめに
	第２　非識別加工情報等に関する現状
	(1) 匿名加工情報等の作成等の状況
	(2) 非識別加工情報の活用事例の把握の必要性

	第３　地方公共団体の非識別加工情報の仕組みの導入促進のための国の支援等
	(1) 国の支援の在り方
	(3) パーソナルデータの利活用の態様
	(4) 官民データ活用推進基本法等を踏まえた対応
	(5) 個人情報保護条例の見直し等への支援
	(6) より効率的な非識別加工情報の作成・提供に係る仕組みの検討

	第４　おわりに


	[参考]第６回検討会_資料１
	★資料１
	★資料１
	空白ページ



	★02_参考資料1 活用事例イメージ v2
	スライド番号 1
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6

	★03_参考資料2 地方の特性を踏まえた加工 v2
	★04_参考資料3,4：共同受託・作成組織
	★05_参考資料５_開催要綱v2
	参考資料５_開催要綱
	参考資料１_開催要綱
	資料１_検討会開催要綱


	資料１別紙_構成員名簿等

	★06_参考資料６_ＷＧの運営
	参考資料３_ＷＧの運営
	資料７_技術検討ＷＧの運営

	参考資料４_WG構成員




	★02_参考資料1 活用事例イメージ v2 - コピー
	スライド番号 8






	20180420_地方公共団体が保有するパーソナルデータの効果的な活用のための仕組みの在り方に関する検討会報告書抜粋.pdfから挿入したしおり
	合体版V4
	バインダー2
	バインダー1
	合体版V2
	バインダー12
	バインダー11
	合体版
	バインダー6
	★01_確認済み（地創審後_溶け込み）本文








	★01_確認済み（地創審後_溶け込み）目次
	合体版V4
	★03_P32のみ参考資料2 地方の特性を踏まえた加工 v2
	バインダー2
	★03_P31のみ参考資料2 地方の特性を踏まえた加工 v2
	バインダー1
	★02_P24のみ参考資料1 活用事例イメージ v2
	合体版V2
	★02_参考資料1 活用事例イメージ v2 - コピー
	スライド番号 7

	バインダー12
	バインダー11
	★01_確認済み（地創審後_溶け込み）　本文
	凡例
	第２　非識別加工情報等に関する現状
	(3) 地方公共団体の非識別加工情報に関する民間事業者からの利活用のニーズ
	(4) 地方公共団体の条例改正の取組状況

	第３　地方公共団体の非識別加工情報の仕組みの導入促進のための国の支援等
	(2) 地方公共団体の非識別加工情報の活用事例



	合体版
	★02_参考資料1 活用事例イメージ v2 - コピー
	スライド番号 2
	スライド番号 10
	スライド番号 11

	バインダー6
	★01_確認済み（地創審後_溶け込み）本文
	凡例
	第１　はじめに
	第２　非識別加工情報等に関する現状
	(1) 匿名加工情報等の作成等の状況
	(2) 非識別加工情報の活用事例の把握の必要性

	第３　地方公共団体の非識別加工情報の仕組みの導入促進のための国の支援等
	(1) 国の支援の在り方
	(3) パーソナルデータの利活用の態様
	(4) 官民データ活用推進基本法等を踏まえた対応
	(5) 個人情報保護条例の見直し等への支援
	(6) より効率的な非識別加工情報の作成・提供に係る仕組みの検討

	第４　おわりに


	[参考]第６回検討会_資料１
	★資料１
	★資料１
	空白ページ



	★02_参考資料1 活用事例イメージ v2
	スライド番号 1
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6

	★03_参考資料2 地方の特性を踏まえた加工 v2
	★04_参考資料3,4：共同受託・作成組織
	★05_参考資料５_開催要綱v2
	参考資料５_開催要綱
	参考資料１_開催要綱
	資料１_検討会開催要綱


	資料１別紙_構成員名簿等

	★06_参考資料６_ＷＧの運営
	参考資料３_ＷＧの運営
	資料７_技術検討ＷＧの運営

	参考資料４_WG構成員




	★02_参考資料1 活用事例イメージ v2 - コピー
	スライド番号 8










